
令和４年度 白山市地域応援券 入金までの事務の流れ（取扱店用） 

 

１．入金手続き期間 

令和４年１１月２１日（月）から令和５年３月１０日（金）まで 

（期間の過ぎた応援券の入金処理はできませんのでご注意下さい。） 

 

２．振込予定日 入金手続き期間毎に、振込予定日に指定口座へ入金させていただきます。 

 入金手続き期間（平日） 振込予定日 

第１回目 １１月２１日（月）～１２月 ２日（金）分 １２月 ９日(金) 

第２回目 １２月 ５日（月）～１２月１６日（金）分 １２月２３日(金) 

第３回目 １２月１９日（月）～１２月２８日（水）分 １月 ６日(金) 

第４回目 １月 ４日（水）～ １月１３日（金）分 １月２０日(金) 

第５回目 １月１６日（月）～ １月２７日（金）分  ２月 ３日(金) 

第６回目  １月３０日（月）～ ２月１０日（金）分  ２月１７日(金) 

第７回目 ２月１３日（月）～ ２月２４日（金）分  ３月 ３日(金) 

第８回目 ２月２７日（月）～ ３月１０日（金）分  ３月１７日(金) 

※入金期間毎でなく、まとめてお持ちいただいても結構です。 

手続き受付時間 平日：午前１０時～午後４時３０分 

 

3．入金手続の際に必要なもの（下記３点を、商工会議所・商工会の窓口へお持ち下さい） 

 ① 取扱店登録証（窓口で呈示） 

 ② 使用済み応援券（裏面の取扱店欄に記入（ゴム印等可）し、隅を切り落として下さい。） 

 ③ 入金申請書（記入した上でお持ちください）※裏面の様式をご覧ください。 

    

４．応援券について 

１）白山市地域応援券を受け取った際に、使用有効期間内（２月２８日まで）であることを 

確認し、応援券裏面の取扱店名欄に事業所名を記入または押印し、はさみ等で左下のキリ 

トリ線部分を隅切りして下さい。※つり銭は出せないのでご注意下さい。 

２）使用済みの応援券を上記３の入金手続の際に必要な書類等と合わせて最寄りの商工会議所、 

商工会へお持ち下さい。 

５．入金申請書への記入について 

１）同封の入金申請書をコピーしてお使いください。（ホームページ、商工会等の窓口にもあります） 

２）取扱店登録証に記載の登録番号と所在地、事業所名等を記入。（ゴム印可） 

３）入金枚数欄に枚数、金額欄に相当金額を記入して、ご提出下さい。 

４）枚数、金額を訂正したものは無効です。書き直して下さい。 

※応援券の裏面に事業所名の記入がない場合、裏面左下のキリトリ線の隅切りがしていない場合、

入金申請書が取扱店登録証と一致しない場合は、入金手続が出来ませんのでご注意下さい。 

 

６．指定口座へ入金について 

１）入金手続き期間毎に、窓口へ持参した応援券の合計金額を、各振込予定日に指定口座へ入金いたし

ます。 

  なお、振込手数料は、当協議会が負担いたします。 

 

７．入金手続きの際の注意点 

１）入金手続期間が過ぎると、手元に応援券が残っていても入金処理が出来なくなります。 

期間内（令和５年３月１０日(金)まで）に手続きをお願いいたします。 

 

８．お問い合わせ先 

１）不明な点は最寄りの商工会議所、商工会までお問い合わせ下さい。 

白山市経済団体連絡協議会 

○白山商工会議所 〒924-0871 白山市西新町159-2 

TEL ２７６－３８１１   FAX ２７６－３８１２ 

○美川商工会   〒929-0224 白山市美川中町ソ58 

TEL ２７８－３３２８   FAX ２７８－３３３２ 

○鶴来商工会   〒920-2128 白山市鶴来下東町カ26  

TEL ２７３－２２１１  FAX  ２７３－９９１１ 

○白山商工会   〒920-2375 白山市上野町ヤ74 

                     TEL ２５４－２８２８   FAX  ２５４－２３０２ 

  応援券発行事業について 

○白山市産業部商工課      TEL ２７４－９５４２ 

 
フローチャート、様式（入金申請書、取扱店登録証）は、裏面をご覧下さい。 
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フローチャート図 

 

 

 

 

 

＜入金申請書 様式 Ａ４サイズ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜取扱店登録証 様式 Ａ４サイズ＞ 

 

白山市より各世帯へ配布（１人４枚：４，０００円分） 

 

  消 費 者 

物品の販売・サービスの提供 ①         ② 地域応援券で支払い 

       （つり銭は出ない）          

 

 

 

 

 

*隅切り・取扱店名記入↑ 

  応援券取扱店登録事業所 

      入金になります。 （取扱店舗・事業所）   

 

お金の支払い（指定口座へ入金）⑥        ③ 入金申請書と使用済み応援券を  

                           商工会議所、商工会窓口へ。 

                            （取扱店登録証を呈示） 

 

 

 

            

               

            

 

 

 

 

                      

    

 入金申請書のコピーをお返しします ⑤       ④ 入金申請書に商工会議所、 

商工会の受付印を押す。 

                              （応援券は回収します） 

商工会議所・商工会窓口 
 


